
尾張旭市議会議長殿

一般質問(代表

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により6月定例会において晃1絲氏の

とおり質問したいので通知します。

な浦、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。

令和

午月1」

@

6年6月3日

午後 9時 DP分

個人3

通告書

1 質問事項

令和6年

2

氏名

質問方法

6月ゞ日

市原誠二

2

1回目一括質問、一括答弁

再質問以降質問事項(大項目)

0

件

f__J巽択する方法に0を付す。

1回目から 質問事項(大項目)ごとに一問一答

ごとに一問一答

受村

66.' 3

受
付

記



 

1 

 

 

別紙                       氏 名  市原 誠二    

質 問 事 項 

 

№  １   

高齢者・障がい者が安心して利用できる腰掛けられるバス停

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

あさぴー号バス停の待合所環境の改善を行い、高齢者・障がい者の安心感

や利便性向上を目指すべく３点伺います。 

 

（１）バス停待合所の現状と課題について 

 

（２）バス停待合所の環境改善に向けた計画について 

 

（３）バス停形状を工夫し腰掛けられるバス停の導入について 

 

 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 



 

2 

 

別紙                       氏 名  市原 誠二  

質 問 事 項 

 

№  ２   

民放各社の共同サービスを活用した緊急情報伝達について 

 

 

 

 

 

 

 

 

要 

 

 

 

旨 

緊急情報伝達のために、東海地方における民放各社の共同サービスの尾張

旭市への適用について以下３点伺います。 

 

（１）民放各社の共同サービスの理解と評価について 

 

（２）尾張旭市におけるテレビを活用した緊急情報伝達の有意性と課題につ

いて 

 

（３）市民への影響と期待について 

 

 

 

 ※ 申し合わせ事項に留意する。 


